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１【提出理由】

 当社は、平成28年６月24日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するもの

であります。 

 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日 

平成28年６月24日 

 

(2）決議事項の内容 

第１号議案 取締役９名選任の件 

北澤通宏、菅井賢三、安部道雄、松本淳一、荒井順一、友高正嗣、鈴木基之、丹波俊人及び立川直臣

を取締役に選任する。 

第２号議案 監査役５名選任の件 

石原敏彦、奥野嘉夫、佐藤美樹、木村明子及び平松哲郎を監査役に選任する。 

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果 

決議事項 有効（個） 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 
決議の結果及び 
賛成割合（％） 

第１号議案            

取締役９名選任の件         （注）１ （注）２ 

北澤 通宏 574,801 568,730 2,355 88   可決 98.94 

菅井 賢三 574,802 569,081 2,005 88   可決 99.00 

安部 道雄 574,802 569,084 2,002 88   可決 99.01 

松本 淳一 574,802 569,096 1,990 88   可決 99.01 

荒井 順一 574,802 568,322 2,764 88   可決 98.87 

友高 正嗣 574,802 569,063 2,023 88   可決 99.00 

鈴木 基之 574,802 569,811 1,275 88   可決 99.13 

丹波 俊人 574,803 570,646 441 88   可決 99.28 

立川 直臣 574,800 548,450 22,634 88   可決 95.42 

第２号議案            

監査役５名選任の件         （注）１ （注）２ 

石原 敏彦 574,883 558,379 12,788 88   可決 97.13 

奥野 嘉夫 574,883 558,046 13,121 88   可決 97.07 

佐藤 美樹 574,878 474,190 88,380 8,680   可決 82.49 

木村 明子 574,886 570,479 691 88   可決 99.23 

平松 哲郎 574,878 478,064 84,506 8,680   可決 83.16 

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権（712,074個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し

た当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 

２．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。 

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対す

る、事前行使分及び当日出席株主の一部（委任状を提出した株主の代理人または職務代行通知書を提出した

法人株主の代表者の職務代行者、及び当社の会社役員等）について、議案の賛否に関し賛成を確認した議決

権の数の割合であります。 

 



(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

 議決権行使書及びインターネット等により本総会前日までに行使された議決権の数、及び当日出席株主により行使

された議決権の数のうち、議案に対する行使状況を確認できた次の議決権の数の合計により、可決要件を満たし、会

社法上適法に決議が成立いたしました。このため、次の議決権以外の議決権の数を加算しておりません。 

・株主より委任状が提出され、当該代理人により代理行使された議決権の数

・法人株主の代表者より職務代行通知書が提出され、当該職務代行者により行使された議決権の数

・当社の会社役員等である株主により行使された議決権の数

 

以 上

 


